
幼保連携型認定こども園の概要       令和元年8月1日時点 

名称 （仮称）学校法人伊謄塾 女躰神社こども園 

所在地 川崎市幸区幸町１－９９２－３ 

開始予定日 平成３２年４月１日 

設置者 学校法人 伊謄塾  理事長 伊藤 美州穂 （平成３２年設立予定） 

認定こども園の長 
氏名：伊藤豊子 

職歴：昭和50年女躰神社幼稚園就職 

平成8年～ 女躰神社幼稚園園長に就任 

資格：小学校一級免許、幼稚園二級普通免許 

定員及び学級数 

（予定） 

※ 今後、設置者

と市との協議に

より正式に決定 

 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

定員（1号）    5 5 5 
75 

定員（2号）    20 20 20 

学級数    1 1 1 3 

収容状況（平成30年５月１日現在） 46 

施設の概要 

（新築） 

※ 園庭及び建物

の面積について

は現在調整中 

土 地 建 物（延床面積：667.37㎡） 

敷地 446.58㎡ 保育室（3歳） 58.05㎡ １室 調理室 15.43㎡ 

園庭 411.30㎡ 保育室（4歳） 55.82㎡ １室 事務室 16.83㎡

保育室（5歳） 55.82㎡ １室 職員室 13.17㎡ 

ホール 64.43㎡ １室 便所 47.09㎡ 

※遊戯室は４・５歳児保育室と兼用 その他 340.73㎡ 

教育及び保育の

目標等 

【教育・保育目標】 
園舎・園庭を「宗教法人 女躰大神」境内に設けるが、川崎駅至近でありながら緑あふれる
境内があり、春になれば若葉が芽生え、夏には緑の葉の木陰で涼み、秋には落ち葉を束ね花
束を作るなど、情操教育に重点を置いてまいります。 

開園時間等 開園時間 １号 ９時～１４時（水曜日は９時～１３時） 

教育時間開始前に７時３０分からの預かり保育 

教育時間終了後に１８時３０分までの預かり保育 

２号 ７時～２０時（１８時～２０時は延長保育） 

休 園 日 日曜日、祝日、年末年始（12/29-1/3） 

１号は上記に加えて、土曜日休園及び夏季、冬季及び春季休業 

食事の提供 外部搬入により提供する予定 

利用者負担 

（現行） 

保育料：保護者の居住する自治体が決定する金額 

制服代・体操服・個人持ち道具代：入園時に15,000円程度、施設維持費：入園時に10,000円 

入園受入準備金：入園時に100,000円、給食費：１食290円（１号）、父母の会費、 

上記に加えて遠足代等必要な実費を徴収 

子育て支援事業 園庭開放、育児相談、育児に関する情報提供等（園長、主幹教諭等が対応） 

週３日実施 

資料１－１



（仮称）女躰神社こども園 基準適合調書

○定員  ２歳未満児 0 名、２歳以上児 75 名  計 75 名

区  分 適用 本園の状況 基 準 適否 備  考

施
設
設
備

乳 児 室
（0歳～1歳）

－ －㎡ ≧    －㎡ －

保 育 室
遊 戯 室

○ 169.69㎡ ≧   148.50㎡ 適 

1.98×75人(2歳以上児童数) 
=148.50㎡ 
※ 遊戯室は４・５歳児保育室と兼

ねる。 

建物面積
○ 667.37㎡

≧   420.00㎡
※〔320＋100×(3－2)〕㎡

適 
320＋100×(学級数－2)㎡＋ 
満３歳未満のそれぞれの面積 

園庭
（同一又は隣接の敷

地以外の場合）
－

原則同一敷地又は隣接地 

ただし、次の場合可(移行特

例) 

①移動時間が10分以内 

②移動時の安全の確保 

③教育、保育の適切な提供

－ 
適用外 

※園庭については、敷地内で必要面

積を確保している。 

園  庭
面  積

○ 411.30㎡
 ≧   400.00㎡
※〔400+80*(3-3)〕㎡

適 

①3.3×75人(2歳以上児童数) 
=247.50㎡
②400＋80×(学級数－3)㎡ 

①or②の大きい方＋満２歳児×
3.3㎡

調 理 室
(調理設備) ○

有・無・外部搬入 
弁当 適 調理設備園舎内に設置 

便  所 ○

① 手洗い設備が設けられ

ている 

② 保育室及び調理室と区

画されている。 

③ 子どもが安全に利用で

きる。 

適 平面図で確認 

職
員

認定こども園
の長

○

②に該当 次の①又は②を満たす。 

①次のア、イ、ウをすべて

満たす。 

ア 教諭の専修免許状

又は一種免許状を有

している

イ 保育士登録をして

いる 

ウ 省令に定める職に

５年以上在職してい

る 

②設置者がア、イ及びウの

要件を満たす者と同等の

資質を有すると認める者

適 

現園長が就任予定であり、①と
同等の資質を有すると認めら
れる。 

教育・保育に
従事する職員

※ 園長、施設

長を除く

○
11人 

常勤職員のみ
≧    7人 適 

年齢別配置基準 
25/20=     1.2名(3歳) 
50/30=     1.6名(4・5歳) 
その他国基準 4名 

学級担任 ○  3人以上配置可能      3人 適 クラス数＝3 
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法人名  宗教法人 女躰大神   

事 業 計 画 書 

１ 名称、種類及び位置

１．名 称  （仮称）学校法人 伊謄塾  女躰神社こども園  

２．種 類  幼保連携型認定こども園

３．住 所  神奈川県川崎市幸区幸町１－９９２－３

－②施設の規模及び構造 

１．敷地面積（予定）    ４４６．５８㎡

２．敷地の所有関係   宗教法人より５０年の地上権設定し賃貸借契約を交わす

３．敷地の地目、現況及び市街化区域等の別   宗教法人 女躰大神 境内

４．建物の面積（予定）  建築面積 ２６４．８０㎡  延床面積 ６６７．３７㎡

５．建物の構造（予定）  ＲＣ（鉄筋コンクリート造）造  ３階建

６．建物の所有関係    学校法人所有建物

③幼保連携型認定こども園の運営方針、教育・保育目標

【運営方針】

６０年を超える年月、この地で運営されていた「宗教法人女躰神社幼稚園」創立理念を継ぐ学校法

人として、教育・保育を発達段階に応じて実施致します。

３．４．５歳児のお子様の、幼児期でなくては出来ない生活を十分に体験させながら、時代の求め

に応じ、保育にかけるお子様を不足なくお預かり出来る様体制を整える。

開所時間を７時から１８時とし、２時間の延長保育を設定する事で、保護者の方々の働きやすい環

境への援助をし、お子様には適切な人員の配置をする事で、不安な気持ちを持たぬよう整えて参り

ます。

【教育・保育目標】

園舎・園庭を「宗教法人 女躰大神」境内に設けるが、川崎駅至近でありながら緑あふれる境内が

あり、春になれば若葉が芽生え、夏には緑の葉の木陰で涼み、秋には落ち葉を束ね花束を作るなど、

情操教育に重点を置いてまいります。

 ④開園日及び開園時間

事業 開所日 開所時間 備考

教育・保育の実施

１号  月～金曜

（１学期 ４月１０日～７月２０日 

２学期 ９月１日～１２月１７日 

３学期 １月１０日～３月１８日）

２号  月～土曜   

（日曜、祝日、年末年始は休園）

1号 ９時～１４時 

水曜 ９時～１３時

２号 ７時～１８時

１号認定

１８時３０分ま

での延長保育

２号認定

２０時までの延

長保育

地域子育て支援事業
園庭開放、育児相談、育児に関する情報提供等（園長、主幹教諭等が対応）

週３日実施
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 ⑤定員  ７５人   （受入月齢：３歳児から）

３歳 ４歳 ５歳 合計

１号 ５人 ５人 ５人 １５人

２号 ２０人 ２０人 ２０人 ６０人

⑥職員配置

施設長

主幹

保育

教諭

保育

教諭
栄養士 調理師 看護師 事務 嘱託医 合計

常勤 １人 ２人 ９人 人 人 人 １人 人 １３人

非常勤 人 人 ３人 人 人 人 人 １人 ４人

合計 １人 ２人 １２人 人 人 人 １人 １人 １７人

 ⑦職員確保に向けた取組と人材育成（職員研修等）に向けた取組

【職員確保に向けた取組】

各所で行われる保育士採用イベント（就職フェア）へ積極的に参加をすると共に、

幼稚園時代の元教諭への再就職への働きかけを行う。

実習の受け入れを積極的に行い、新卒の生徒に声掛けをする。

【人材育成（職員研修等）に向けた取組】

公益社団法人川崎市幼稚園協会主催の研修会への参加、人権擁護委員による人権教室など、国

内研修、外部研修内容の園内共有キャリアアップの仕組みを構築する。

⑧特別保育事業の事業計画

⑨その他園の運営に関する取組

【延長保育事業について】

１号認定は１４時から１８時半まで（水曜日は１３時から１８時半まで）、２号認定は、１８時

から２０時まで開所し、延長保育を行う。

【地域の子育て家庭への支援について】

卒園児を中心に、育児過程において園における行事などを通じ親と子の交流、地域住民どうしの

交流を図り、そこで構成されたコミュニティにおいて子育ての悩みなどの話ができる仲間作りが

なされるようにする。

【障害児の受け入れについて】

障害児の受け入れの可否は、当園嘱託医による入園前健康診断と川崎市保育所入所児童等健康管

理委員会の審査の結果を踏まえる。受け入れる際には、園の方針、療育と保育の違いなどをご理

解頂く。受け入れにあたり、通常の職員体制では受け入れが困難な場合には、職員の加配を行う。

【避難訓練計画・防災設備の点検予定について】 

年数回 避難訓練を行う  （うち 1回は消防署との連携開催を目指す） 

設備点検は業者委託をする 

【園児・職員の健康管理について】 

●園児 

入園前健診、年２回の健診、年１回の歯科検診、毎月の身体測定を行い、保護者が園児の状態を

理解し、日常生活に活用できるようにする。 

●職員 

雇入れ時健診、年１回 健康診断を受診させる。 

おやつの加熱や配膳等に従事する職員については、月１回の検便を実施する。 
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   仮園舎の概要 

【配置図】 

【物件の写真】 

女躰神社幼稚園 

（神社内に設置） 

川崎駅から 

徒歩 5～6分 

候補物件 

幼稚園から約 230ｍ 

（徒歩約 3分） 

１階部分の全フロアを 

改修して使用する予定 

【候補物件】 

・３階建て 築 20年程 

・２階以上は賃貸マンション 

・１階部分はテナント 



周辺図











幼保連携型認定こども園の概要       令和元年8月1日時点 

名称 （仮称）岸栄光学園 認定こども園 生田ひまわり幼稚園 

所在地 川崎市多摩区栗谷１－１１－６ 

開始予定日 平成32年４月１日 

設置者 学校法人 岸栄光学園  理事長 岸 寿継 

認定こども園の長 氏名：岸 寿継 

資格：幼稚園１種 

職歴：平成13年 生田ひまわり幼稚園 園長 

   平成22年 学校法人岸栄光学園 理事長 

定員及び学級数 

（予定） 

 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

定員（1号）    50 55 55 
280 

定員(2・3号) 5 11 14 30 30 30 

学級数    3 3 3 9 

収容状況（平成29年５月１日現在） 288 

施設の概要 

（新築） 

土 地 建 物（延床面積：2,115.96㎡） 

敷地 2,054.24㎡ 乳 児 室 

（0歳～1歳） 
60.19㎡ ２室

調理室 54.37㎡ 

園庭 1,351.17㎡ 事務室 60.20㎡

保育室（2歳） 28.74㎡ １室 職員室 27.33㎡ 

保育室（3歳～） 526.52㎡ ３室 便所 65.93㎡ 

遊戯室 161.50㎡ １室 その他 1,131.18㎡ 

教育及び保育の

目標等 

○目標：３つの目標（３ぼんのき げんき・ゆうき・こんき） 

○内容：個性豊かで未来社会に貢献する人格形成をめざし、健康で心身共に元気な子ども、何事にも勇気を持ってや

り抜く子ども、豊かな感性と創造力を発揮できる根気のある子どもを育成する。

開園時間等 開園日数 教育認定 週５日 

          休園日 土曜日、日曜日、祝日 

          夏季休業日 ７月１９日～８月３１日 

          冬季休業日 １２月２１日～１月８日 

          春季休業日 ３月１７日～４月５日 

保育認定 週５日（休園日：日曜日、祝日、年末年始） 

開園時間 教育標準時間 ９：００～１４：００（水曜日は１２時まで） 

保育標準時間 ７：３０～１８：３０（延長保育 ７：００～２０：００） 

保育短時間  ９：００～１７：００（延長保育 ７：００～１８：３０） 

食事の提供 ０歳から５歳まで自園調理（委託） 

利用料 

（現行） 

園児の居住する市町村の定める利用者負担額 

施設設備整備・維持費（３年保育105,000円 ２年保育95,000円 １年保育50,000円） 

バス維持費（利用者のみ ３年保育15,000円 ２年保育10,000円 １年保育10,000円） 

給食費（１号認定 １食295円、２号認定 主食代月1,700円） 

教育・教員研修充実費（３年保育月7,000円 ２年保育月5,000円 １年保育月5,000円） 

絵本代（実費 約400円）、バス乗車料（利用者のみ 月額3,000円）、冷暖房費（年額

10,000円）、服装・道具代（男子44,480円、女子45,330円） その他必要な実費 

子育て支援事業 育児相談指導事業 

実施日数及び実施時間 週３日 １０：００～１２：００ 

職員配置 主に園長、副園長が対応する。 

利用者負担 無料 



基準適合調書

○定員  ２歳未満児 16 名、２歳以上児 264 名  計 280 名

区  分 適用 本園の状況 基 準 適否 備  考

施
設
設
備

乳 児 室
（0歳～1歳）

○ 60.19㎡ ≧     52.80㎡ 適 
3.3×16人(満2歳未満児童数) 
=52.80㎡

保 育 室
遊 戯 室

○
716.76㎡

〔555.26㎡+161.50㎡〕
≧     612.72㎡ 適 

1.98×264人(満2歳以上児童数
) 
=522.72㎡＋90㎡（遊戯室）

園舎面積
○ 2,115.96㎡

≧   1,100.52㎡
※〔320＋100×(9－2)〕㎡＋

（16人×3.3㎡）+(14人×

1.98㎡)

適 
320＋100×(学級数－2)㎡＋ 
満３歳未満のそれぞれの面積 

園庭
（同一又は隣接の敷

地以外の場合）
－

原則同一敷地又は隣接地 

ただし、次の場合可(移行特

例) 

①移動時間が10分以内 

②移動時の安全の確保 

③教育、保育の適切な提供

－ 
適用外 

※園庭については、敷地内で必要面

積を確保している。 

園  庭
面  積

○

1,096.17㎡
地上園庭 701.17㎡ 

(387.92㎡+79.90㎡)

屋上園庭 395㎡ 

 ≧   926.20㎡
(400+80*(9-3)+14*3.3)

適 

①3.3×250人(3歳以上児童数)
=825.00㎡
②400＋80×(学級数－3)㎡ 
=880㎡ 
①or②の大きい方＋２歳児×
3.3㎡

調 理 室
(調理設備) ○

有・無・外部搬入 
弁当 適 自園調理（業者委託） 

便  所 ○ ― 適 

① 手洗い設備が設けられている 

② 保育室及び調理室と区画され

ている。 

③ 子どもが安全に利用できる。 

職
員

認定こども園
の長

○

②に該当 次の①又は②を満たす。 

①次のア、イ、ウをすべて

満たす。 

ア 教諭の専修免許状

又は一種免許状を有

している

イ 保育士登録をして

いる 

ウ 省令に定める職に

５年以上在職してい

る 

②設置者がア、イ及びウの

要件を満たす者と同等の

資質を有すると認める者

適 

現園長が就任予定であり、①と
同等の資質を有すると認めら
れるため②に該当。 

教育・保育に
従事する職員

※園長、施設長

を除く

○
27人 

常勤職員
≧  15人（15.3人） 適 

5/3=   1.6名(0歳) 
25/6=  4.1名(1・2歳) 
80/20=    4.0名(3歳) 
170/30=    5.6名(4・5歳) 

学級担任 ○  9人以上配置可能      9人 適 クラス数＝9 
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法人名 学校法人岸栄光学園   

事 業 計 画 書 

１ 名称、種類及び位置

１．名 称  学校法人岸栄光学園 認定こども園生田ひまわり幼稚園

２．種 類  幼保連携型認定こども園

３．住 所  川崎市多摩区栗谷 1-11-6

②施設の規模及び構造

１．敷地面積（予定）       2054.24㎡

２．敷地の所有関係

学校法人所有(うち 441.24㎡岸寿継より借用) 

３．敷地の地目、現況及び市街化区域等の別

宅地、現幼稚園用地及び古家の敷地(隣地購入)、市街化区域

４．建物の面積（予定）  建築面積     ㎡   延床面積     2115.96㎡

５．建物の構造（予定）     RC造   3階建

一部木造 2階建

６．建物の所有関係

学校法人所有(予定) 

③幼保連携型認定こども園の運営方針、教育・保育目標

【運営方針】

・園児の最善の利益を考慮しつつ、その生活を保障し、保護者と共に園児を心身ともに健やかに育

成するものとする。

・認定こども園法及び子ども・子育て支援法、その他関係法令を順守して運営する。

【教育・保育目標】

・教育の 3つの目標＜3ぼんのき＞

元気:基本的生活習慣を身につけ、心身共に健康でのびのびと明るく活動できるように育てる

勇気: 他者の思いやりをもち、善悪の判断を身につけ勇気を持って自発的に挑戦する強い心を育

てる

根気: 何事にも挑戦し最後までやり抜く中で我慢強さを育てる。
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 ④開園日及び開園時間

事業 開所日 開所時間 備考

教育・保育の実施

教育認定 週 5日 

休園日 土曜日、日曜日、祝日

夏季休業日：7月 19日～8月 31日

冬季休業日：12月 21日～1月 8日

春季休業日：3月 17日～4月 5日

保育認定 週 5日(休園日：日曜日、

祝日、年末年始)

教育標準時間 9:00

～14:00(水曜日 12時

まで) 

保育標準時間 7:30

～18:30(延長保育 

7:00～7:30,18:30～

20:00) 

保育短時間 9:00～

17:00(延長保育 7:00

～18:30) 

地域子育て支援事業

週 3日

その他の日時についても希望があれ

ば、対応予定

10:00～12:00  

 ⑤定員 280人   （受入月齢：５か月から）

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計

5人 11人 14人 80人 85人 85人 280人

⑥職員配置

施設長

主幹

保育

教諭

保育

教諭
栄養士 調理師 看護師 事務 嘱託医 合計

常勤 ２人 １人 ２６人 人 人 １人 １人 人 ３１人

非常勤 人  人 ８人 人 人 人 人 １人 ９人

合計 ２人 １人 ３４人 人 人 １人 １人 １人 ４０人

※給食は外部委託を予定しているため調理師・栄養士は人数に含めていないが、今後外部委託か自

園調理かを検討し決定していく。

 ⑦職員確保に向けた取組と人材育成（職員研修等）に向けた取組

【職員確保に向けた取組】

・専門学校、短大、大学に募集要項を提出

・教育支援等にも参加した学生たちの中から採用を検討している

【人材育成（職員研修等）に向けた取組】

現在、年 8～10回元教職大学院教授を迎えて研修している。また、新人研修等、市や県の研修に参

加するようにしている。リトミック講習など、自ら志願する先生には費用を全額負担している。今

後も同様の取組を実施していく予定。
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⑧特別保育事業の事業計画

【延長保育事業について】

・1号認定こどものお預かり保育料

保育長時間 保育短時間

午前 8時から午後 6時半

月額 13,000円(おやつ代含む) 

※午前 7 時半～8 時まで追加料金にて利用で

きます。月 1,000円

午前 9時～午後 5時半(長期休み(春夏冬)は基

本午前 10時～午後 5時とします) 

月額 11,000円(おやつ代含む) 

※午前 7 時半～9 時まで(月 1,500 円)と午後

5 時半 6 時半まで(月 1,500 円)追加料金にて

利用できます。

※月単位以外にも時間(一日保育：午後 2時～・半日保育：12時～)でのお預かりも行います。

※1時間 300円。30分 150円。午後 3時を過ぎるお預かりは、別途おやつ代を 1回 100円微収し

ます

・2･3号認定こどものお預かり保育料

保育標準 保育短時間

午前 7時半から午後 6 時半は保育料に含まれ

る

午前 7 時から 7 時半まで、午後 6 時半から 8

時までの延長あり

月額 2時間 4000円、1時間半 3000円、1時間

2000円、30分 1000円

午前 9時～午後 5 時は保育料に含まれる。上

記以外の時間のお預かり：月額 1時間 2000円。

30分 1000円

【地域の子育て家庭への支援について】

・未就園児を対象に育児相談を実施する

・現在、週１回実施する園庭解放では毎回 15～50人位の未就園児の参加があり、個々の子育て

に関する悩みの相談を受けた。お母さんやお父さんの参加もあり、地域の育児力の向上になると

ともに、安心して遊び、話せる場となっているため、今後も引き続き実施していく。

・子育て講演会(年 4回)の実施で、子育てに関する情報提供と保護者の子育て力の向上に努める

【障害児の受け入れについて】

障害を有する等の特別な配慮を要する子どもについては、健康状態、発達の状況等を的確に把握

し、療育センター等の専門機関との連携を図りながら健やかな発達ができるよう努める。

園医による入園前検診を受診し診断指示を仰ぐ。
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⑨その他園の運営に関する取組

【避難訓練計画・防災設備の点検予定について】

・避難訓練

6月火災避難訓練の実施

9月引き取り訓練の実施

・設備点検

7月と 12月に業者による点検を実施する。

・自主点検

毎月実施する。

・訓練計画

4 月避難経路確認・使用器具説明 5 月火災避難訓練 6 月地震避難訓練 7 月早朝火災避難訓練 

8 月早朝地震避難訓練 9 月引き取り訓練 10 月夕方火災避難訓練 11 月夕方地震避難訓練 12

月火災避難訓練 1月避難経路確認・使用器具確認 2月火災避難訓練 3月地震避難訓練

【園児・職員の健康管理について】

●園児

1号認定児は園医に年 1回健診を受ける

2号認定児は園医に 2ヶ月に１回健診を受ける

3号認定児は園医に 1ヶ月に 1回健診を受ける

緊急時は、保護者に連絡をして、かかりつけ医に受診する。

●職員

集団検診を 4月に実施する

職員は年 1回検便を実施する

【給食に対する取組について】

2･3号認定の方は、行事の日等特別な日以外は毎日給食を提供する。

実施方法は業者に委託し、アレルギー等への対応は、個別にご相談の上、診断書等に基づき、本園

で除去可能なものは対応します。

給食費 1号認定児：実費（１食 295円を月 10回分として徴収） 2号認定児：主食代として

1,700円を徴収

【保護者との連携について】

園児の望ましい発達が図られていくことを考慮し、保護者との連携を十分に図る。個人面談連絡ノ

ート、登降園児の保護者との情報交換、保育参観、園行事への参加を通じて、保育者が認定こども

園の教育、保育への理解が深まるように配慮する。

【業務委託について】

給食は 1号児は週 3回、2･3号児は毎日、自園調理室にて調理業務をエンゼルフーズに委託する。

運動指導は株式会社 BSC バディスポーツに委託し、体操と水泳指導ともに週 2 日ずつ指導を受け

る。

リトミックは外部講師の佐久間みさ子先生に委託し、週 2日指導を受ける

【関係者評価等の受審について】

自己評価については、全教職員を対象に年に１回実施する。

学校評価については、全保護者を対象に年に 1回実施する。その結果をホームページに記載する。

【地域及び関係機関との連携に向けた取組について】

・多摩区役所との連携

園内にて区役所の子育て事業の紹介、園内での事業を区役所にて紹介、情報の共有 etc 

・川崎市幼稚園協会との連携

子育て相談事業を活用。

・北部療育センター・西部療育センター・川崎総合教育センターとの連携

発達の気になる子や配慮が必要な子を専門機関につなげる、保護者・専門医・園で情報を共有・意

見交換し子の発達に対するフォローを行う。

・生田小学校との連携

卒園を予定している児童の情報共有を行い、意見交換を行う。幼保小連携に向け、定期的な児童の

交流を行い、児童の不安感解消や教育の連続性に寄与する。



周辺図








